
（理事の選任）

 校長理事制度については、校長の選任は一般に理事会の業務執行の範ちゅうに属する。なお、校長の職に基づき当

然に校長理事となるが、その者を理事長とする場合は、他の理事と同じ選任手続を要すると考えられる。

 評議員理事の選任方法として、寄附行為では、８割以上の法人において評議員会の関与が定められている。

 職員を兼ねる評議員が評議員理事に選任されると、広い範囲の意見の反映がされにくい場合があると考えられる。

 学識経験者理事について、必ずしも個人の資質に着目せず、設立者の意思を踏まえた類型的な選任対象が定められ

たものと思われる寄附行為が一定数あり、多様性への一定の配慮が必要と考えられる。

 学識経験者理事の選任方法として、寄附行為では、６％が評議員会の同意を得て理事会で選任、４％が評議員会で

選任となっている。

 公益法人制度改革の際、財団について、財産の出捐者の意思を自由に変えられる万能の権限を評議員に与えること

は妥当でないとの考え方から、理事の選任は理事会に行わせることが有識者会議で提言されていた。

※ なお、法案化作業の過程において、理事の選任は社団の規定の準用により評議員会の決議によること、評議

員の選任方法に係る定款の変更は評議員会の決議で変更できないこと等が定められた。

 コーポレート・ガバナンスコードでは、取締役会に対し、全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び

規模に関する考え方を定め、取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示することなどを求めている。

１．理事会に対するけん制機能の強化
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議論に当たっての補足説明資料 資料２



評議員理事の選任方法

学識経験者理事の選任方法

学識経験者理事の選任対象

2

出典：（公社）私学経営研究会「第２回学校法人寄附行為の調査研
究報告書」（令和元年６月）
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公益法人制度改革に関する有識者会議報告書（平成16年11月）

２．一般的な非営利法人制度／（４）②財団形態の非営利法人の規律の概要

イ ガバナンス

法人の機関として、評議員会、理事会、代表理事及び監事を必置とし、主として以下のような規律を設ける。

（ア）評議員及び評議員会

評議員会は、３人以上の評議員により構成され、理事の解任、監事の選解任、計算書類の承認など法律で

定める事項に限り、決議を行う機関とする。

（略）

（イ）理事及び理事会

（略）

理事の選任は、理事会の決議によるものとし、理事の法人及び第三者に対する責任規定並びに法人に対す

る責任の制限に関する規定を設ける。

コーポレートガバナンス・コード（2018年６月版）

補充原則４－11①

取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定

め、取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。



（理事の解任）

 役員の解任方法として、寄附行為では、理事会の議決及び評議員会の議決とするものが約９割、理事会の議決のみ

とするものが約１割。また、役員の解任事由として、評議員会による不信任を定める寄附行為が少数存在する。

 寄附行為に解任事由の定めのないものも少数存在する。

 寄附行為（作成例）の解任事由は、他制度の法定の解任事由よりも解任しにくいものとなっている。

 社団の社員総会は、株主総会と同様、いつでも役員を解任することができる一方、財団の評議員会は、法定の解任

事由があるときに限られる。また、評議員会の権限が強大になり過ぎないよう、法定の解任事由に該当しない場合

に評議員会が解任できる旨を定款に定めることはできないと解されている（内閣府FAQ）。

１．理事会に対するけん制機能の強化（続き）

4

役員の解任方法 役員の解任事由

出典：（公社）私学経営研究会「第２回学校法人寄附行為の調査研
究報告書」（令和元年６月）



２．評議員会の機能強化に伴う制度設計
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学校法人 社会福祉法人 社団法人 財団法人

運営の基本
建学の精神に基づく自主的
な運営

措置行政・公的委託の担い
手

構成員の総意に基づく運営 財産出えん目的の実現

事
業
の
性
格

事業区域 広域的な自由な入学 市町村域内の利用調整

参入規制 準則主義 需給調整

私費負担 自由価格の授業料 定率・定額の利用者負担

公費負担 公費投入が小さい 公費投入が大きい

評
議
員
会

機能
広い意見を運営に反映
意思決定に対するチェック

理事会に対するけん制・監督
理事会に対するけん制・監督
（理事会非設置法人では
意思決定）

理事会に対するけん制・監督

関与の視点
公共性の高揚
質の向上・経営の安定

公益・非営利性の担保
公費使用の適正化

自己決定の担保 目的逸脱の監督

関与の限界 教学面との調整 役員の解任事由を法定
決議は理事の忠実義務
いつでも役員を解任可

設立者の意思との調整
役員の解任事由を法定

評
議
員

義務・責任 それぞれの立場から意見
善管注意義務
任務懈怠時の賠償責任

構成員たる地位
善管注意義務
任務懈怠時の賠償責任

資格 監事との兼任禁止
社会福祉法人の適正な運
営に必要な識見を有する者

役員・職員との兼任禁止

役員・使用人との兼任禁止 役員・使用人との兼任禁止

選任方法 寄附行為の定め
定款の定め
（選定・解任委員会での決
定を指導）

定款の定め
理事会による選任は無効

（現行制度の沿革の違い）
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（出典）日本私立学校振興・共済事業団「『学校法人の経営改善方策に関するアンケート』報告 大学・短期大学法人編 平成30年４月調査」より作成。
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大学法人 短期大学法人

（評議員会の性格付け）

 寄附行為により評議員会の議決を要するものと位置付けられている諮問事項は、「法人の合併・解散」、「寄附行

為の変更」、「理事その他役員にかかる人事」、「予算・借入・財務処分」が多い。

２．評議員会の機能強化に伴う制度設計（続き）
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２．評議員会の機能強化に伴う制度設計（続き）

（評議員会の構成等）

 評議員の構成の実態としては、職員が36.4％、卒業生が22.6%、学識経験者が41.0%（元自法人・設立団体関係

者が7.3%、それ以外が33.7%と推計される。）となっている。

 広い意見を法人運営に反映する観点からは、法人の役職員や特定の同族が評議員の多数を占めることはふさわしく

ない（平成16年改正施行通知）。

 広い意見を法人運営に反映する観点からは、理事は執行部としての説明に徹し、評議員からの意見を引き出すよう

に努めることや、理事数に対して十分な数の評議員を置くことがこれまでに提言されている。

 評議員会がけん制機能に偏り過ぎると、評議員のそれぞれの立場からの自由な議論が損なわれるおそれがある。

 コーポレートガバナンス・コードでは、株主総会以外の場での取組として、株主以外のステークホルダーとの適切

な協働や株主の建設的な対話などの強化が求められてきている。

 評議員会のけん制機能を重視する場合、評議員理事は監督者と被監督者が同一となる問題があると考えられる。

 教授会の役割・審議事項の明確化を通じた教学面の権限と責任の一致や、校長理事の仕組みを通じた経営事項と教

学事項の調和に配慮することが必要。少数の教員の意見が校長の判断を覆す場合、学校教育法の趣旨に逆行する。

 関与の程度に応じ、委任関係の設定等が必要となるが、義務・責任が重いと評議員のなり手が減るおそれがある。

より画一性の強い社会福祉法人でも、行政や社会福祉協議会が評議員確保の支援策を講じている状況にある。

 財団法人・社会福祉法人の評議員の選任方法は、定款の定めによるが、理事・理事会が選任する旨の定めは無効。

中立的な立場にある外部の者が参加する機関を設置し、この機関の決定に従って行う方法が推奨されている。



評議員（1号～3号）の内訳
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出典：日本私立学校振興・共済事業団「『学校法人の経営改善方策に関
するアンケート』報告 大学・短期大学法人編 平成30年４月調査」

36.4％
22.6%
41.0% （内訳）

自法人・設立団体関係者 7.3%
それ以外 33.7% 

※下記経歴からの推計

評議員（3号）の直近の経歴
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「学校法人制度の改善方策について」（大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小

委員会（平成31年11月））

２．学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化／（８）評議員会機能の実質化 ② ア．

評議員会機能の実質化の観点から、評議員会が理事会とは異なり、諮問機関としての役割が果たせるよう、評

議員会の際に、当該議案の担当理事は執行部としての説明に徹し、評議員からの意見を引き出すように努めるこ

と、法人の規模に応じて理事の数に対して十分な数の評議員を置くことなど、運営上の工夫が考えられる。これ

らについては私立大学版ガバナンス・コードに盛り込むことも考えられる。

コーポレートガバナンス・コード（2018年６月版）

【基本原則２】

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会

をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これら

のステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。

取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風

土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。

【基本原則５】

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株

主との間で建設的な対話を行うべきである。

経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に

正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行

い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応

に努めるべきである。
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「社会福祉法人における評議員の選任及び解任方法について」（平成28年６月20日付け厚生労働省社会・

援護局福祉基盤課事務連絡）

社会福祉法人制度においては、社会福祉法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）により、評議員会を法

人運営の重要事項を決議する必置の機関としております。適正な法人運営を確保するためには、重要な立場にある評議員

には、社会福祉法人の運営に必要な識見を有し、理事等の業務執行を適正に監督・牽制することができる者が選任される

ことが重要です。

改正法による改正後の社会福祉法においては、評議員の選任・解任の方法は、法人の定款で定めることとしています

が、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨の定めは無効とされています。

定款で定める評議員の選任・解任の方法としては、評議員の構成が特定の関係者に偏ることがないよう、例えば、以下

の例のように、法人関係者でない中立的な立場にある外部の者が参加する機関を設置し、この機関の決定に従って行う方

法が考えられます。

（略）

（例）

（評議員の選任及び解任）

第○条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

２ 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会にお

いて定める。

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説

明しなければならない。

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上

が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。
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３．理事会における執行のコントロール

（理事長の選定・解職）

 理事長の解職は法令に定めがなく、寄附行為の定めに委ねられているところ、理事長が充て職となっているものが

４％、理事長（充て職以外）の解職に関する規定がないものが13%存在する。

理事長の選任方法

理事長（充て職以外）の解任方法の規定の有無

出典：（公社）私学経営研究会「第２回学校法人寄附行為の調査研究報告書」
（令和元年６月）
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３．理事会における執行のコントロール（続き）

（内部統制）

 内部統制の体制整備については、公益通報者保護法の改正法の施行により、内部通報に適切に対応するために必要

な体制の整備が事業者に義務付けられる予定である（中小事業者は努力義務）ことを勘案することも必要。

（法人業務と学長の関係）

 校長理事が学校法人の業務面で有する執行権限は法的に定めがなく、寄附行為では、常務理事の業務執行のみを定

めるものが多いと思われる。また、常務理事については、６割の法人で定めがあるが、そのうち９割以上が理事長

の補佐を職務とし、自らの権限による執行を定めていない。

常務理事等の規定の有無

常務理事等の職務

出典：（公社）私学経営研究会
「第２回学校法人寄附行為の調査
研究報告書」（令和元年６月）


